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業務の適正を確保するための体制およびその運用状況
当社が業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として取締役会において決

議し、定めております。
その概要と運用状況は以下のとおりであります。

（１）内部統制システムの概要
① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 取締役会は、法令、定款および取締役会規程に定める決定事項の審議・決定や報告
事項の報告を通じて、取締役が法令および定款その他社内規程に適合した職務執行を
行うことを管理・監督する。

ⅱ. コンプライアンス行動規準を制定し、取締役および従業員が法令・定款および社会
規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ⅲ. コンプライアンス推進委員会で、全社的なコンプライアンス活動の推進および全社
的な問題への対応を検討・決定し、各本部長は各部門のコンプライアンス担当となり
部門内のコンプライアンス活動の推進および問題への対応を図る。

ⅳ. 取締役および従業員に対して、法令および定款その他社内規程に適合した職務執行
がなされるように必要な研修を実施する。また、当社での重大な不祥事、事故が発生
した場合には再発防止のために、速やかに研修を実施するとともに、社内電子掲示板
や社内報等で啓蒙を図る。

ⅴ. 社内通報制度を制定し、当社におけるコンプライアンスの問題を認知し、対応でき
るシステムを整備する。また、通報者の匿名性、権利保護を図るため社内通報窓口を
外部専門機関に委託する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅰ. 当社は、株主総会、取締役会、監査役会その他全社会議体の資料および議事録、事
業報告、計算書類、附属明細書および監査報告書等の法令や定款で作成・保管が義務
づけられているものや決裁申請書等の会社の重要な意思決定、重要な職務執行に関す
るものについて、法令、定款および文書管理規程に従い文書または電磁的媒体にて作
成し、保存する。

ⅱ. 前記の文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を
文書管理規程で定めるものとする。



2

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、知的財産権、災害等のリ
スクについては、それぞれの対応部署（事務局）で必要があると認めるときには規程
の制定、研修の実施、マニュアル等の作成・開示を行う。また、重大な損害を与える
おそれのある場合には、当該対応部署（事務局）は速やかに代表取締役社長および経
営会議へ報告する。

ⅱ. 取締役および従業員に対してリスク管理・対応のための必要な研修を実施する。ま
た、当社での重大な不祥事、事故が発生したもしくは発生するおそれがある場合には
速やかに再発防止もしくは予防のための研修を実施するとともに、社内電子掲示板や
社内報等で啓蒙を図る。

ⅲ. 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長と
し、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本部を設置するなど危機対応の
ための組織を整備する。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅
速な対応を図る。

ⅳ. 財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推
進する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 変化の激しい経営環境に対し、機敏な対応を図るため執行役員制度を導入し、経営
の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの機能を高め、経営および業務執行の
スピードアップを図る体制を構築する。

ⅱ. Quarterly Business Review（QBR）において、経営目標を達成するための各事業
の具体的方策を検討・決定する。

ⅲ. 経営会議において、月次の予算・実績管理および経営、事業における重要事項につ
いて多面的かつ組織横断的に検討・決定する。

ⅳ. 取締役会において、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項について
審議・決定し、取締役の職務執行が効率的に行われていることを管理・監督する。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 子会社において経営上重要事項を決定する場合には、当社および子会社の社内規程
に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な事項が発生した場合は、都度、
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当社に報告が行われる体制を構築する。
ⅱ. 子会社の経営目標については、連結経営の視点から必要に応じて当社の経営会議等
の全社会議にて検討・決定する。また、子会社の業績については定期的に当社へ報告
が行われ、必要な助言、支援等を行う。

ⅲ. 当社の管理部門その他関係部門が、子会社のコンプライアンス活動やリスク管理に
ついて、必要な助言、支援等を行う。また、子会社で事故、災害、不祥事等が発生し
た場合には、危機対応のための助言、支援等を行う。

ⅳ. 当社は、子会社を管理する担当役員を置くとともに、当社の取締役および従業員が
子会社の取締役または監査役に就任し、子会社と協議、情報交換、必要な助言、支援
等を行うことにより、当社グループ全体における業務の適正、効率性の向上を図る。

ⅴ. 当社は、子会社を含めグループ全体のリスク管理体制の構築・維持を図るとともに、
規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成など、当社に準じ、コンプライアンス
体制の構築・運用を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ. 監査役は、企画部、経理部の従業員に監査業務に必要な事項を依頼することができ
る。

ⅱ. 監査役により監査業務に必要な依頼を受けた従業員はその依頼に関して、取締役、
部門長等の指揮命令や不当な制約を受けないものとする。

ⅲ. 監査役の職務を補助するため、監査室長は監査役担当を兼任し、監査役の指示によ
る調査権限を認める。なお、監査役担当としての職務遂行にあたっては専ら監査役の
指示に従う。また、監査役担当の人事に関する事項の決定にあたっては、監査役の同
意を得る。

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
体制
ⅰ. 当社の取締役および従業員は当社の監査役に対して、取締役会、経営会議その他主
要社内会議等を通じて、毎月の経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部
統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれが
ある事項、リスク管理に関する重要事項等の報告を行う。
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ⅱ. 子会社の取締役、監査役および従業員は当社の監査役に対して、グループ監査やそ
の他必要に応じ、経営状況、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制に関わる
部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リ
スク管理に関する重要事項等の報告を行う。

ⅲ. 特に当社の監査役への個別の説明等が必要な場合は、当社および子会社の代表取締
役社長、取締役および従業員から内容報告、もしくは監査役から当社および子会社の
代表取締役社長、取締役および従業員へ内容を聴取できる体制を構築する。

ⅳ. 当社および子会社の内部監査実施状況や社内通報窓口への通報状況・通報内容につ
いては、担当者から速やかに当社の監査役へ報告する。

ⅴ. 社内通報制度における通報者と同様に、当社の監査役への報告や説明をしたことを
理由としていかなる不利益も課さない。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 監査役と当社の代表取締役社長との間で、定期的に、情報および意見交換を行い、
監査役監査の環境整備に努める。

ⅱ. 監査役は、監査室と緊密な連携を保ち、必要があると認めるときには監査室に調査
や追加監査の実施を求める。

ⅲ. 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報交換を行い、必要が
あると認めるときは会計監査人に報告を求める。

ⅳ. 監査役の職務の執行について生じる費用または債務については、請求により会社は
速やかに支払いまたは処理を行う。

（２）内部統制システムの運用状況
取締役会は毎月開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の管理・監督機能

を高めるため取締役会における審議の充実に努めております。
コンプライアンス、リスク管理、財務報告に係る内部統制については、各々の会議体を

定期的に開催するとともに、それぞれの対応部署で適宜、運用上見いだされた問題点等の
是正・改善、関係者への研修を適宜行い、適切な内部統制システムの構築・運用に努めて
おります。
子会社については、当社の管理担当役員が子会社管理担当となり、「関係会社管理規程」

に基づき管理を行うとともに、当社の取締役および従業員が子会社の取締役または監査役
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に就任し、子会社の取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜発言を行い、子
会社の適正な業務運営の管理・監督を行っております。
監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、監査の実効

性を高めるため、企画部、経理部の従業員による補助、取締役や使用人からの報告、取締
役や使用人に対する聴取が円滑に行われるような取り組みを行っており、監査役会は、監
査室（内部監査）や会計監査人と、各々の監査の役割・機能の実効性をあげるため緊密な
連携をとっております。
内部監査については、社長直属の専任である内部監査担当１名他兼務の内部監査担当

１名が、毎年、重点監査テーマを定め、監査実施計画を策定のうえ、社内の全部門を対象
に書面監査や実地監査を実施しています。
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連結株主資本等変動計算書（2024
2025

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 705,667 359,667 4,996,067 △119 6,061,281
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 43,468 43,468 86,936
剰 余 金 の 配 当 △310,095 △310,095
連 結 範 囲 の 変 動 7,514 7,514
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,038,798 1,038,798

自 己 株 式 の 取 得 △7 △7
自 己 株 式 の 処 分 35 35
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 43,468 43,468 736,217 28 823,182
当 期 末 残 高 749,135 403,135 5,732,284 △91 6,884,463

その他の包括利益累計額
新株予約権 非 支 配

株主持分 純資産合計そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 8,620 4,472 △310,012 △296,919 393,538 16,115 6,174,016
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 86,936
剰 余 金 の 配 当 △310,095
連 結 範 囲 の 変 動 7,514
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,038,798

自 己 株 式 の 取 得 △7
自 己 株 式 の 処 分 35
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △292 △4,472 207,724 202,958 47,423 △82 250,298

当 期 変 動 額 合 計 △292 △4,472 207,724 202,958 47,423 △82 1,073,480
当 期 末 残 高 8,328 − △102,288 △ 93,960 440,961 16,032 7,247,497
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等に関する注記＞
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 １社
連結子会社名

㈱ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕ
前連結会計年度において連結子会社であったYE DIGITAL.Inc.は、清算結了に伴い連結の範囲から除外して

おります。

2 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 １社

持分法を適用した関連会社名
㈱アイキューブデジタル

（2）持分法を適用しない関連会社の名称
マチディア㈱

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
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②棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
（イ）評価基準 … 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
（ロ）評価方法
商 品 及 び 製 品：移動平均法
仕 掛 品：個別法
原材料及び貯蔵品：移動平均法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く） … 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場

販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間（原則３年）に基
づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②受注損失引当金
受注制作のソフトウエア等に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注制作のソフ

トウエア等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件につい
て、損失見込額を計上しております。

③役員賞与引当金
連結子会社については、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務を充足した

ものと判断し財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社グループが行う事業には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウエ

ア開発、サービス等の役務提供、情報機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務
を充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから概ね１年

以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（受注制作のソフトウエア開発）
主な受注制作のソフトウエア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発及

び運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転し
ているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足
に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、見積総原価に対する当連結会計年度末までの実際発生原価の割

合に基づいて行っております。

（サービス等の役務提供）
サービス等の役務提供は、一定期間にわたりサービスが提供されるにつれて顧客が便益を享受すること

から、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を
認識しております。

（情報機器等の販売）
情報機器等の販売は、顧客への商品の引き渡しが完了し、検収を受けた時点で支配が顧客に移転したと

判断し、収益を認識しております。

契約の中にソフトウエア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の
対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分して
おります。
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（5）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理

しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数
理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

＜会計方針の変更に関する注記＞
該当事項はありません。

＜会計上の見積りに関する注記＞
履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売上高 11,676,921千円
（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは受注制作のソフトウエアのうち、当連結会計年度末までの進捗部分について履行義務
の充足が認められる契約について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する当連結会計年度末まで
の実際発生原価の割合に基づき算出しております。
原価総額の見積りは、主にソフトウエア開発人員の人件費や外注費等の積算でありますが、当該見積

りに用いられる主要な仮定は開発人員の作業に伴い発生が見込まれる工数であり、各プロジェクトの規
模及び複雑性を勘案して、専門的な知識と経験に基づいて見積っております。
なお、開発途中での仕様変更や、想定していなかった事象の発生などにより工数の見直しが発生し、

進捗度が変動した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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＜表示方法の変更に関する注記＞
該当事項はありません。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
有形固定資産の減価償却累計額 696,916千円

＜連結損益計算書に関する注記＞
該当事項はありません。
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
1 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 18,319,400株

2 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額
①2024年５月24日定時株主総会において、次のとおり決議しております。

株式の種類 普通株式
配当金の総額 126,948千円
１株当たりの配当額 7円
基準日 2024年２月29日
効力発生日 2024年５月27日

②2024年９月30日取締役会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 183,147千円
１株当たりの配当額 10円
基準日 2024年８月31日
効力発生日 2024年11月５日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年５月23日定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 183,190千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たりの配当額 10円
基準日 2025年２月28日
効力発生日 2025年５月26日
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3 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式の数
（1）2017年６月13日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 25,800株
（2）2018年５月25日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 42,700株
（3）2019年５月24日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 47,500株
（4）2020年５月22日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 88,700株
（5）2021年５月21日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 142,800株
（6）2022年５月20日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 109,300株
（7）2023年５月19日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 255,400株
（8）2024年５月24日開催の取締役会決議によるストックオプション

普通株式 204,200株

＜金融商品に関する注記＞
1 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。なお、資金調達は行っており
ません。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価

証券はすべて株式であり、これらについては四半期ごとに時価の把握を行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2025年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券（※２） 10,184 10,184 ー

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しています。また、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払
手形及び買掛金」、「未払費用」は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
ことから記載を省略しております。
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（※２）市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりです。

（単位：千円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 47,001

合計 47,001

3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 10,184 ー ― 10,184

資産計 10,184 ― ― 10,184

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
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＜収益認識に関する注記＞
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
ビジネス

ソリューション事業
ＩｏＴ

ソリューション事業 合計

一時点で移転される財
又はサービス 534,736 1,276,717 1,811,454

一定期間にわたり移転される財
又はサービス 15,302,740 2,830,497 18,133,238

顧客との契約から生じる収益 15,837,477 4,107,215 19,944,692

外部顧客への売上高 15,837,477 4,107,215 19,944,692

2 収益を理解するための基礎となる情報
「４ 会計方針に関する事項 (4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため省略してお

ります。

3 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,686,478

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,743,618

契約資産（期首残高） 2,960,531

契約資産（期末残高） 2,878,218

契約負債（期首残高） 628,580

契約負債（期末残高） 488,256
契約資産は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識しましたが、未

請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は、支払に対する権利が無条件になり、請求した
時点で債権に振り替えられます。
契約負債は、主として一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、顧客から受領した前受金に

関するものであります。
なお、当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は450,672千円

であります。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 5,671,336

１年超 587,341

合計 6,258,677

＜１株当たり情報に関する注記＞
1 １株当たり純資産額 370円68銭

2 １株当たり当期純利益 56円84銭

＜資産除去債務に関する注記＞
1 資産除去債務の概要

本社及び事業所について、建物所有者との間で不動産賃借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
復する義務を有しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年から18年、割引率は0.034〜1.855％を採用してお

ります。

3 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 261,419千円
賃貸借契約締結に伴う増加額 117,000千円
時の経過による調整額 629千円
資産除去債務の履行による減少額 △53,400千円
期末残高 325,648千円
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＜重要な後発事象に関する注記＞
（自己株式の取得）
当社は、2025年３月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由
株主還元と資本効率の向上のため、自己株式の取得を行うものであります。

２．取得に係る事項の内容
(１)取得対象株式の種類 当社普通株
(２)取得しうる株式の総数 500,000株（上限とする）

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.73％)
(３)株式の取得価額の総額 400,000千円(上限とする)
(４)取得期間 2025年４月14日〜2026年２月27日
(５)取得方法 信託方式による東京証券取引所での市場買付け
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株主資本等変動計算書（2024
2025

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 705,667 359,667 359,667
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 43,468 43,468 43,468
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 43,468 43,468 43,468
当 期 末 残 高 749,135 403,135 403,135

（単位：千円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株主資本
合 計利益

準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 70,790 925,055 3,553,886 4,549,731 △119 5,614,945
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 86,936
剰 余 金 の 配 当 △310,095 △310,095 △310,095
当 期 純 利 益 963,228 963,228 963,228
自 己 株 式 の 取 得 △7 △7
自 己 株 式 の 処 分 35 35
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 − − 653,132 653,132 28 740,097
当 期 末 残 高 70,790 925,055 4,207,019 5,202,864 △91 6,355,043
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（単位：千円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当 期 首 残 高 8,620 8,620 393,538 6,017,104
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 86,936
剰 余 金 の 配 当 △310,095
当 期 純 利 益 963,228
自 己 株 式 の 取 得 △7
自 己 株 式 の 処 分 35
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ) △292 △292 47,423 47,130

当 期 変 動 額 合 計 △292 △292 47,423 787,228
当 期 末 残 高 8,328 8,328 440,961 6,804,332
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
1 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
①評価基準 … 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
②評価方法
商 品：移動平均法
仕掛品：個別法
貯蔵品：移動平均法

2 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く） … 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月1日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く） … 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場

販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間（原則３年）に基
づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
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3 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）受注損失引当金
受注制作のソフトウエア等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注制作のソフトウ

エア等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる案件について、
損失見込額を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理

しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

4 収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務を充足したも

のと判断し財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社が行う事業には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウエア開発、サ

ービス等の役務提供、情報機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足したも
のと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから概ね１年以

内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（受注制作のソフトウエア開発）
主な受注制作のソフトウエア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発及び

運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転してい
るものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る
進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の割合に基

づいて行っております。
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（サービス等の役務提供）
サービス等の役務提供は、一定期間にわたりサービスが提供されるにつれて顧客が便益を享受することか

ら、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識
しております。

（情報機器等の販売）
情報機器等の販売は、顧客への商品の引き渡しが完了し、検収を受けた時点で支配が顧客に移転したと判

断し、収益を認識しております。

契約の中にソフトウエア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の対
価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分しており
ます。

5 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ

るこれらの会計処理の方法と異なっております。

＜会計方針の変更に関する注記＞
該当事項はありません。
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＜会計上の見積りに関する注記＞
履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高 10,619,388千円
（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は受注制作のソフトウエアのうち、当事業年度末までの進捗部分について履行義務の充足が認め
られる契約について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しており
ます。なお、履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の
割合に基づき算出しております。
原価総額の見積りは、主にソフトウエア開発人員の人件費や外注費等の積算でありますが、当該見積

りに用いられる主要な仮定は開発人員の作業に伴い発生が見込まれる工数であり、各プロジェクトの規
模及び複雑性を勘案して、専門的な知識と経験に基づいて見積っております。
なお、開発途中での仕様変更や、想定していなかった事象の発生などにより工数の見直しが発生し、

進捗度が変動した場合には、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

＜貸借対照表に関する注記＞
1 関係会社に対する短期金銭債権 962,600千円

短期金銭債務 170,535千円

2 有形固定資産の減価償却累計額 649,768千円

＜損益計算書に関する注記＞
関係会社との取引高
売上高 9,136,578千円
仕入高 1,102,820千円
役務提供料収入 680,214千円
営業取引以外の取引高 397,122千円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
当事業年度末日における自己株式の種類及び総数
普通株式 315株
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＜税効果会計に関する注記＞
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
（繰延税金資産）

棚卸資産評価損 14,413千円
減価償却費 19,361千円
受注損失引当金 5,167千円
未払費用 245,476千円
未払事業税 15,352千円
関係会社株式評価損 84,738千円
退職給付引当金 556,277千円
退職給付信託 286,364千円
資産除去債務 96,954千円
新株予約権 134,052千円
その他 47,574千円

繰延税金資産小計 1,505,732千円
評価性引当額 △232,316千円
繰延税金資産合計 1,273,416千円

（繰延税金負債）
前払年金費用 △251,860千円
資産除去債務に対応する除去費用 △97,680千円
その他有価証券評価差額金 △55千円

繰延税金負債合計 △349,597千円
繰延税金資産純額 923,819千円

２ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「防衛特別法人創設法」（2025年法律第12号）及び「防衛特別法人税付加措置法」（2025年法律第13号）

が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以降に開始する事業年度から法人税額に対して４％の
付加税が課されることとなりました。これに伴い、当社が将来の繰延税金資産及び繰延税金負債の算定に使用
する法定実効税率は、現行の30.4％から変更される見込みですが、その影響額は軽微であると判断しておりま
す。
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
1 親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社 ㈱ 安 川 電 機 被所有

直接 3　　　 7.9%
ソフトウエアの
受託開発等及び
電気品等の仕入先

ソフトウエアの
受託開発及び
計算事務等情報
処 理 並 び に
システム等管理
運営受託等
（注１）

8,996,021

売 掛 金 727,808

契約資産 1,159,347

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発の受託等に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子 会 社 ㈱YE DIGITAL Kyushu 所有
直接 96.7%

ソフトウエアの
開発委託先及び
技術出向者の受入

ソフトウエアの
開発委託等
（注１）

846,585 買 掛 金 126,485

関連会社 ㈱アイキューブデジタル 所有
直接 40.0%

ソフトウエアの
受託開発等及び
技術出向者の派遣

ソフトウエアの
受 託 開 発 等
（注２）

127,645
売 掛 金 78,403

契約資産 37,257

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発の委託等に関する取引につきましては、見積書を受領のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）ソフトウエア開発の受託等に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注３）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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3 兄弟会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社
の子会社

安川オートメーション・ドライブ㈱ なし ソフトウエアの
受託開発等

ソフトウエアの
受託開発及び
システム等管理
運 営 受 託 等
（注１）

404,283

売 掛 金 48,477

契約資産 136,297

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）ソフトウエア開発の受託等に関する取引につきましては、見積書を提示のうえ価格交渉を行い、市場

価格を勘案し合理的に決定しております。
（注２）取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

＜収益認識に関する注記＞
収益を理解するための基礎となる情報
「＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞ ４ 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載している

ため省略しております。

＜１株当たり情報に関する注記＞
1 １株当たり純資産額 347円36銭

2 １株当たり当期純利益 52円71銭

＜重要な後発事象に関する注記＞
（自己株式の取得）
連結注記表（重要な後発事象に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。




